
近
年
、
北
海
道
内
で
は
野
生
鳥

獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
へ
の
被

害
は
深
刻
化
し
、
農
林
業
経
営
や
町
民

生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

北
海
道
で
は
、
令
和
６
年
12
月
に
改

定
し
た
「
北
海
道
ヒ
グ
マ
管
理
計
画
（
第

２
期
）
」
に
お
い
て
、
人
と
ヒ
グ
マ
の

空
間
的
な
す
み
分
け
を
図
る
「
ゾ
ー
ニ

ン
グ
管
理
」
を
導
入
し
た
。
こ
の
ゾ
ー

ニ
ン
グ
管
理
は
、
今
後
の
ヒ
グ
マ
対
策

の
中
核
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

幕
別
町
と
し
て
も
北
海
道
か
ら
の
通

知
や
周
辺
自
治
体
の
取
組
を
参
考
に
、

町
民
の
安
全
と
農
林
業
被
害
の
防
止
を

両
立
さ
せ
る
た
め
の
対
策
が
求
め
ら
れ

て
い
る
と
考
え
、
以
下
の
点
を
伺
う
。

⑴
幕
別
町
に
お
け
る
令
和
６
年
度
鳥
獣

別
捕
獲
数
は
。

⑵
ゆ
と
り
み
ら
い
21
推
進
協
議
会
所
有

の
捕
獲
機
材
の
種
類
と
保
有
台
数
は
。

⑶
ヒ
グ
マ
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
計
画
は
。

⑷
鳥
獣
駆
除
を
担
う
ハ
ン
タ
ー
等
の
安

全
対
策
は
。

⑸
エ
ゾ
シ
カ
防
護
柵
の
設
置
は
。

町　

長

町　

長  

⑴
令
和
６
年
度
の
鳥
獣
別
捕
獲
数
は
、

エ
ゾ
シ
カ
１
２
１
５
頭
、
キ
ツ
ネ

２
０
１
頭
、
ア
ラ
イ
グ
マ
２
５
９
頭
、

タ
ヌ
キ
22
頭
、
カ
ラ
ス
84
羽
、
ハ
ト
41

羽
、
ウ
サ
ギ
１
羽
、
ヒ
グ
マ
３
頭
で
あ

っ
た
。
エ
ゾ
シ
カ
と
ア
ラ
イ
グ
マ
の
捕

獲
数
が
近
年
増
加
し
て
い
る
。

⑵
保
有
す
る
捕
獲
機
材
は
、
ク
マ
用
大

型
箱
罠
３
基
、
キ
ツ
ネ
等
の
中
型
箱
罠

１
５
４
基
、
エ
ゾ
シ
カ
用
く
く
り
罠

３
２
１
基
を
保
有
し
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
中
型
箱
罠
１
２
０
基
、
く
く
り
罠

２
９
０
基
を
罠
免
許
を
有
す
る
農
業
者

や
町
職
員
、
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
が

使
用
・
設
置
し
て
い
る
。

⑶
ヒ
グ
マ
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
計
画
は
「
北

海
道
ヒ
グ
マ
管
理
計
画
（
第
２
期
）
」

に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
人
と
ヒ
グ

マ
の
住
み
分
け
に
よ
っ
て
、
軋
轢
の
低

減
と
ヒ
グ
マ
個
体
群
の
存
続
の
両
立
を

目
的
と
し
て
い
る
。
計
画
は
「
コ
ア
生

息
地
」
「
防
除
地
域
・
排
除
地
域
」
「
緩

衝
地
帯
」
に
分
け
、
地
域
間
の
対
応
方

針
を
設
定
し
、
関
係
者
が
共
通
認
識
を

持
つ
こ
と
で
、
効
果
的
な
対
策
や
迅
速

な
判
断
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。
策
定
に
あ
た
り
、
本
町
に
お
け
る

各
ゾ
ー
ン
の
範
囲
や
対
応
、
取
組
内
容
、

実
施
体
制
に
つ
い
て
、
北
海
道
猟
友
会

や
警
察
等
関
係
機
関
の
意
見
を
踏
ま

え
、
年
度
内
を
目
途
に
策
定
を
行
う
。

⑷
鳥
獣
駆
除
を
担
う
狩
猟
者
の
安
全
確

保
は
重
要
で
あ
り
、
特
に
銃
器
使
用
時

や
山
間
部
で
の
活
動
で
は
事
故
の
リ
ス

ク
が
伴
う
。
本
町
で
は
「
幕
別
町
鳥
獣

被
害
防
止
計
画
」
に
基
づ
き
、
「
鳥
獣

被
害
対
策
実
施
隊
」
を
組
織
し
、
鳥
獣

捕
獲
や
生
息
・
被
害
状
況
調
査
、
知
識

普
及
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
猟
友
会
推

薦
の
４
名
は
非
常
勤
特
別
職
と
し
て
通

報
対
応
や
巡
回
駆
除
を
担
当
し
、
そ
の

活
動
中
の
事
故
は
公
務
災
害
補
償
制
度

が
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
個
人
狩
猟

者
は
各
自
の
保
険
で
対
応
す
る
が
、
銃

器
を
用
い
て
町
の
要
請
に
応
じ
る
場

合
、
実
施
隊
と
し
て
委
嘱
を
行
う
な
ど
、

猟
友
会
の
意
見
を
伺
い
な
が
ら
、
安
全

な
駆
除
体
制
を
構
築
に
努
め
る
。

⑸
エ
ゾ
シ
カ
侵
入
防
止
柵
の
整
備
は
、

令
和
元
年
度
か
ら
幕
別
町
農
協
と
忠
類

農
協
に
お
い
て
、
国
の
交
付
金
を
活
用

し
て
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
地
域

で
の
協
議
を
経
て
順
次
整
備
が
進
め
ら

れ
、
令
和
６
年
度
ま
で
に
１
３
１
・
７

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
整
備
さ
れ
、
本
年
度

は
59
・
９
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
整
備
が
予

定
さ
れ
て
い
る
。

再
質
問

再
質
問  

　

「
幕
別
町
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
」

の
安
全
対
策
と
し
て
ヘ
ル
メ
ッ
ト
や
熊

ス
プ
レ
ー
な
ど
を
装
備
し
て
は
。

  

答答  

　

熊
ス
プ
レ
ー
や
ヘ
ル
メ
ッ
ト
な
ど
、

緊
急
猟
銃
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
対

応
を
進
め
る
。

■ 一 般 質 問 ■ 

⓮2026.2 月号

答問
「
幕
別
町
鳥
獣
被
害
防
止
計
画
」
に
基
づ
き
、
継
続

的
に
被
害
防
止
に
努
め
て
い
る

鳥
獣
被
害
防
止
対
策
に
つ
い
て

問

山端　隆治 議員
（政清会）

　※「北海道ヒグマ管理計画（第２期）改定（概要版）」より
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